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年次報告書の発行にあたって 

 
 県では、平成29年３月に「第２次三重県男女共同参画基本計画（改定版）」を策定し、
新たに「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）の推進計
画としても位置づけるとともに、当該計画を着実に推進するため、同年６月に「第２次
三重県男女共同参画基本計画第二期実施計画」を改訂し、取組を進めているところです。 
 
近年は、「女性の活躍推進」に注力し、平成 28 年９月に「三重から女性活躍推進のム

ーブメントを！」をスローガンに開催した「Women in Innovation Summit（WIT）2016」
以降、さまざまな分野における女性活躍のロールモデルの創出、将来管理職等での活躍
が期待される女性リーダーの育成、さらに、UN Women(国連女性機関)が展開するHeForShe
（女性の地位向上に男性の参加を呼びかける社会連帯運動）の趣旨の浸透に取り組んで
きました。 
これらにより、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届出企業数（常時雇

用労働者 300 人以下の努力義務）は、令和２年３月末時点で全国４位となり、県内の女
性活躍推進の気運は高まりを見せています。 
 
国においては、令和元年６月に女性活躍推進法の改正法が公布され、中小企業におけ

る女性活躍推進の取組が今後一層強化されます。 
一方、国の男女共同参画推進本部が定める「2020年までに指導的地位に占める女性の

割合を少なくとも30％にする」という目標の達成は困難な状況であり、さらに世界経済
フォーラムが令和元年12月に発表したジェンダー・ギャップ指数（各国の男女間格差を
数値化したもの）では、日本は153か国中121位と過去最低の順位となりました。 
性別に関わらず、一人ひとりが社会の対等な構成員として、政策・方針決定過程にと

もに参画し、責任を担う社会の実現に向け、あらゆる分野において指導的立場に就く女
性の割合が増加するよう、本県においても取り組んでいく必要があります。 
 
県では、現行の「第２次三重県男女共同参画基本計画（改定版）」の期間が令和２年

度で終了することから、新たに「第３次三重県男女共同参画基本計画」を策定する予定
です。引き続き、あらゆる分野における女性活躍の推進に取り組むとともに、性別に関
わらず、自立した個人としてその個性と能力を十分に発揮できる機会が確保され、それ
ぞれに多様な生き方が認められる男女共同参画社会、ひいてはダイバーシティ社会の実
現に向け取り組んでまいります。 
この年次報告書を通じて、県民の皆さんが男女共同参画の現状や課題について理解を

深めていただくとともに、家庭や地域、職場等における日頃の生活を見つめ直し、新た
な行動へとつなげていただきますよう、よろしくお願いします。 
 

令和２年９月 

三重県知事  鈴木 英敬 
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 Ⅱ　男女共同参画を推進するための基盤の整備
 Ⅱ-Ⅰ　政策・方針決定過程への男女共同参画の推進
１ 県の審議会等委員への女性の参画 35
２ 県における女性職員等の登用 36
３ 市町等への働きかけ 38

 Ⅱ-Ⅱ　男女共同参画に関する意識の普及と教育の推進
１ 男女共同参画に関する広報・啓発の充実 39
２ 学校等における男女共同参画教育の推進 41
３ 生涯を通じた学習機会の充実 43
４ 国際的な動きへの対応と活動支援 44

 Ⅲ　男女が安心して暮らせる環境の実現
 Ⅲ-Ⅰ　家庭・地域における男女共同参画の推進
１ 家庭、地域、職場におけるバランスのとれた生活への支援 45
２ 地域活動における男女共同参画の促進 46
３ 男女共同参画の視点に立った防災活動の推進 48

 Ⅲ-Ⅱ　生涯を通じた男女の健康と生活の支援
１ 生涯にわたる健康の管理・保持・増進の支援 49
２ 性と生殖に関する健康支援の充実 51
３ 自立のための生活支援 52
４ 自立を促進する環境の整備 56

 Ⅲ-Ⅲ　男女共同参画を阻害する暴力等への取組
１ 関係機関の連携による支援体制等の整備 58
２ 配偶者等からの暴力の防止に係る対策の推進 60
３ 性犯罪、性暴力、ストーカー対策等の推進 63

 計画の推進
　１ 県の推進体制の充実と率先実行 66
２ 男女共同参画に関する実施計画の策定および進行管理 68
３ 三重県男女共同参画審議会による施策評価の実施等 69
４ 市町等との協創 70
５ 男女共同参画センター「フレンテみえ」の機能の充実 71

五　資　料

１ 目標値 75
２ 参考データ 79
３ 三重県男女共同参画審議会の開催状況 87
４ 三重県男女共同参画審議会委員名簿 88
５ 県内の男女共同参画施策等に関する推進状況 89
６ 県内外の主な動き 90




